
　小美玉市産業祭実行委員会では、
10月25日に開催される「産業祭」
の出店者を募集しています。出店
料等は不要です。事業内容等をPR
したい方は、この機会に参加され
てみてはいかがですか？
（※ご自分で営業等されている方ま
たは同業者の団体に限ります。）

申込締切　９月15日（火）

◆出店のお問い合わせは
　  〈産業祭事務局〉
　　　市役所　商工観光課
　　　　☎４８－１１１１
　　　　　内線1161　まで

産業祭の
 出店者募集！
産業祭の
 出店者募集！

茨城県統計協会発行の「平成22年版県民手帳」の申込みを受付けています。

平成22年版　県民手帳申込み予約受付中！平成22年版　県民手帳申込み予約受付中！

ポケット判　１冊300円　　標準判　１冊400円　　デスク判　1冊900円

◆申込締切　９月24日（木）
◆申込み・問い合わせ　市役所　企画調整課　統計担当　☎４８－１１１１　内線1231
※手帳の配布、代金の徴収は市役所企画調整課で行います。
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肩こり・腰痛・ひざ痛

小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業

「まちづくり組織」の認定を受けましょう！！
　協働のまちづくりの実現化を目指して、「平成21年度まちづくり組織支援事業」の後期募集を行います。
地域活動を進めている自治会（町内会）やボランティア団体の皆さんは、ぜひ、「まちづくり組織」の認定
を受けてください。
　認定後は、組織のネットワークが広がって社会的信用度が高まることはもちろん、行政への活動資金援
助の申請をはじめ、いろいろな支援を受け易くなります。さあ、本事業を活用して、今の活動を更にパワー
アップさせてみませんか！

■まちづくり組織の認定要件（以下のすべてに該当する組織）
①市民が知恵と汗を出し合って自主的に活動を推進していること
②活動内容が行政計画に沿っていること（公共的サービスの提供を担っていること）
③宗教、政治、特定営利活動を行わないこと

■申請方法　
　地域振興課、小川総合支所総合窓口課、玉里総合支所総合窓口課に備えてある申請書に必要事項を記
入し、関係書類を添えて地域振興課へ直接提出してください。なお、申請書の様式等は本市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

■募集期間　９月１日（火）～30日（水）

■審査方法　
　まちづくり審査会（市民活動家・学識経験者・議会・行政代表者による審査機関）が団体の提出資料
と活動発表をもとに審査・決定します。

■９月現在認定団体（27団体）
納場地区コミュニティ、竹原地区コミュニティ、こころふれあう羽鳥の会、住みよい堅倉地区をつくる会、
さわやかな野田をつくる会、小美玉生物の会、玉里の史跡と自然を護る会、田木谷地区まちづくり同好会、
百里バルーンクラブ、NPO法人玉里しみじみの村、小美玉市傾聴ボランティアほほえみの会、話し方教室、
湖北理科を語る会、羽鳥十二所区会、羽鳥花館区、脇山区、江戸住宅町内会、高場区、与沢地区、希望ヶ丘区、
二本松町内会、羽鳥旭区、竹原区、玉里中台区、玉里小学校区コミュニティ、中台東「ホトメの里」の会、
新田木谷地区

■活動資金援助申請
　まちづくり組織と認定された団体は、事業への資金援助を申請することができます。手続きは認定申
請の取り扱いに準じます。（本申請は認定申請と同時申請も可能です。）

■補助金交付の採択要件（以下の要件のすべてを満たす事業）
①行政計画に整合していること
②年度内に完全実施できること
③新たな取組みであること、または従来の取組みを拡充強化すること
④市の補助金交付を重ねて受けないこと

■補助金交付対象事業（参考）
地域まつり、防犯パトロール、地域旧跡巡り、地区運動会、
公園・花壇・道路の管理
盆踊り、文化財の管理と整備、生物調査、高齢者支援など

■問い合わせ　地域振興課　☎４８－１１１１　内線1134
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予 防 教 室
　肩こり・腰痛・ひざ痛は日常生活において悩みの種ですね。
　今回、これらの痛みを予防するストレッチと筋力トレーニングを紹介します。
　運動不足が原因で、慢性的な痛みにお悩みの方の参加もお待ちしていますので、ぜひご参加ください。

と　　き　10月 7日（水）午後１時30分～３時
と こ ろ　四季健康館（ヘルシーカルチャールーム）
対 象 者　・市内在住で40歳以上の肩こり・腰痛・ひざ痛を予防したい方
　　　　　・運動不足などが原因で慢性的な痛みにお悩みの方

※ただし、医師に運動を止められている方、首や背骨、関節
等の疾患（頚椎損傷、ぎっくり腰、椎間板ヘルニア、半月
板損傷等）のある方はご遠慮ください。

定　　員　30名（先着順）
内　　容　肩こり、腰痛、ひざ痛についての講義と実践
講　　師　理学療法士　黒沢　保壽先生（石岡循環器科脳神経外科病院）
　　　　　理学療法士　桜井　美穂先生（石岡循環器科脳神経外科病院）
持参するもの　運動できる服装、タオル、筆記用具
申込期間　９月17日（木）～30日（水）
申込方法　お電話にてお申込みください。

　市では男女共同参画推進の一環として、茨城県弘道館アカデミー事業に参加しています。市民の皆さ
まの参加をお待ちしています。今回は、宮川泰夫氏に、訪れたまちや出会った人々との心温まるエピソー
ドを交え、魅力あるまちづくりなどについて語っていただきます。
テ ー マ　「輝いて生きる　～オンリーワンの人生を～」
講　　演　アナウンサー　宮川　泰夫 氏
と 　 き　10月３日（土）
　　　　　午後１時30分～３時
　　　　　※午前11時30分　　小美玉市役所　集合出発
　　　　　　正午　　　　　　 小川総合支所　集合出発
と こ ろ　〈レイクエコー〉
　　　　　茨城県鹿行生涯学習センター・茨城女性プラザ
　　　　　　行方市宇崎1389　　☎７３－２３００
交通手段　市公用バスを用意しています。
定　　員　40名（先着順）
申込期限　９月18日（金）
そ の 他　食事については早めに済ませるか、車中にておとりください。

肩こり・腰痛・ひざ痛肩こり・腰痛・ひざ痛

健康増進課（四季健康館内）　☎４８－０２２１【申込み・問い合わせ】

小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業小美玉市男女共同参画推進事業
公開 講 演

（事務局）市長公室　企画調整課　男女共同参画係
　　　　　☎４８－１１１１　内線1232　FAX ０２９９－４８－１１９９
　　　　　E-mail:kikaku@city.omitama.lg.jp

【申込み・問い合わせ】
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○　世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、１年間（毎年８月～７月末）にお支払いされた医療保険と介護
保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

○　世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、平成20年４月～21年７月末にお支払いされた医療保険・介
護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。

＜夫婦２人世帯の例＞（ともに72歳・住民税非課税）

○　これまでは、例えば、１年間で、
　医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、
　年間の負担が50万円であったものが、

○　これからは、
　年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、
　基準額：31万円
　を超えた金額（19万円）をお返しすることにより、
　年間の負担が31万円にとどまります。

　上記の例は１年間の支払額での算定ですが、平成21年度については、平成20年４月から平成21年７月までの
16カ月の支払額で算定しますので、基準額が変わります。
　平成21年度の基準額は、下記のとおりです。

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました！

～　このように負担が軽減されます　～

＜高額医療・高額介護合算療養費制度＞高額医療・高額介護合算療養費制高額介護合算療養費制度＜高額医療・高額介護合算療養費制度＞＜高額医療・高額介護合算療養費制度＞＜高額医療・高額介護合算療養費制度＞

平成21年度の支給要件・支給額

申請手続きについての留意点
○　支給の対象となる被保険者の方には、12月ごろにお知らせします。
○　次に該当する方については、下記の窓口のほか、転居前の市町村や以前加入していた医療保険の窓口へのお
手続きが必要となります。
　　◆　平成20年４月から平成21年７月末までの間に、
　　　　・市町村を越えて転居された方
　　　　・他の医療保険から国民健康保険に移られた方
○　健康保険組合等の被扶養者で介護サービスを受けた方は、市から交付される介護保険の自己負担額証明書を
添付して、健康保険組合に支給申請をしてください。なお、自己負担額証明書の交付を受けるには、市へ申請
手続きをする必要があります。
○　後期高齢者医療の被保険者で支給の対象者となる方には、お知らせがあります。お知らせがあった場合は、
申請してください。
○　具体的な手続きやご不明な点について、下記の窓口までご相談ください。

（国民健康保険の70～74歳の方）
①　高齢受給者証の負担割合が「３割」となっている場合
②　①・③・④以外の場合　
③　世帯員全員が住民税非課税の場合
④　③のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合
　　　※年金収入80万円以下等

………………………………………………89万円
………………………………………………………………………………………75万円

………………………………………………………………………41万円
……………………………………………………25万円

（国民健康保険の70歳未満の方）
①　世帯員全員の合計所得が一定以上※の場合
　　　※合計所得が600万円を超える場合
②　①・③以外の場合
③　世帯員全員が住民税非課税の場合

……………………………………………………………168万円
　

……………………………………………………………………………………………89万円
………………………………………………………………………45万円

医療保険課　☎４８－１１１１  内線1103・1105または介護福祉課  内線3117【問い合わせ】
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＜高額医療・高額介護合算療養費制度＞
　平成20年４月から12月までの間に75歳に到達したことにより医療保険制度の移行があった方の属する世

帯について「高額療養費特別支給金」が支給されることになりました。該当される方には、後日お知らせが
届きます。

・75歳になられた方は、その誕生月には、「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の長寿医療制度」の
２つの制度に加入されていましたが、それぞれの制度で一定額を超えて医療費をお支払いされていた場
合には、他の月に比べて世帯としての負担が増加することがありま
した。
・平成21年１月以降は、誕生月のそれぞれの制度における自己負担の
限度額を半分にする措置が講じられ、負担が増加することはなくな
りました。
　このたび、平成20年４月から12月までに75歳になられた方について
も、　「高額療養費特別支給金」を支給し、同様に負担を軽減するこ
ととなりました。

「高額療養費特別支給金」のお知らせ

医療保険課　☎４８－１１１１　内線1103【問い合わせ】

《高額療養費特別支給金は、次のような仕組みです》

（例）限度額の区分が「一般」
　　（限度額44,000円）の方が、
　　７月に75歳になられた場合

【これまで】
７月

負担が増加する可能性 負担増を解消

８月75歳の誕生日

国民健康
保健

限度額
（44,400円）

限度額
（44,400円）

限度額
（44,400円）

44,400円

長寿医療
制度

この期間について、お支払
いいただいた医療費が限度
額を超えていた場合には、
高額療養費特別支給金を支
給します。

この期間について
は、後期高齢者医
療広域連合からお
知らせが送付され
る予定です。

88,800円 44,400円

【負担の軽減後】
８月７月 75歳の誕生日

限度額
（22,200円）

限度額
（22,200円）
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　浄化槽の所有者は、保守点検と清掃を定期的に行い、それらが適正に行われているかを確認するための
法定検査を受けることが法律で義務付けられています。
　この法定検査を受けていない者には、指導・勧告・命令が出され（県の職員が直接、受検指導にお伺い
することがあります）、命令に違反した場合には、過料に処せられることがありますので、県指定検査機
関である（社）茨城県水質保全協会に申込のうえ、必ず受検してください。

申　込　先　（社）茨城県水質保全協会　　　　☎０２９－２２７－４８２１
問い合わせ　茨城県生活環境部廃棄物対策課　☎０２９－３０１－３０２０

浄化槽をお使いの皆さまへ

法定検査を受けましょう

霞ヶ浦流域の生活排水処理
実態調査を行います！

霞ヶ浦流域の生活排水処理
実態調査を行います！

狂犬病予防注射は済みましたか？狂犬病予防注射は済みましたか？

県環境対策課水環境室湖沼対策グループ
☎０２９－３０１－２９６８【問い合わせ】

　県では、９月から平成22年１月末まで霞ヶ浦流域において生活排水処理の実態調査を行う予定です。
　この期間中に調査員がお宅を訪問し、浄化槽等の設置状況を確認させていただく場合がありますので、
ご協力をお願いします。

※この調査に従事する調査員は、身分証明書を携帯しています。

○犬の飼い主の方は狂犬病予防法により、飼い犬登録（一生に１回）と狂犬病予防注射（生後91日以上・年
に１回）を受けなければならないと義務づけられています。室内犬・小型犬であっても同様です。

　狂犬病の恐ろしさは、いったん発病すると現在の医学でも完治させる治療法はなく、必ず死に至る恐ろ
しい病気です。そのため、狂犬病予防注射の接種が極めて重要になってきます。
　狂犬病予防注射がお済みでない場合には、早急にお近くの動物病院で予防注射を受けてください。
　（※注射費用、診察時間、休診日等の詳しい内容については、直接動物病院までお問い合わせください。）
○飼い犬や猫に関する苦情（放し飼いやフンの後始末など）は、飼い主の自覚やしつけによって改善するこ
とができます。犬や猫を飼育する際には、飼い主の努力も必要となりま
す。また、近所からも好かれるよう、家族の一員として大切に飼育して
ください。
○登録した飼い犬の飼育状況に変更がある場合（飼い主の氏名や住所など）
は 「犬の登録事項変更届出書」、死亡した場合は「犬の死亡届出書」の
届出が必要になります。忘れずに届出してください。

 市民生活部　環境課　 ☎４８－１１１１　 内線1141・1142【問い合わせ】

資源ごみの持ち去りを禁止！資源ごみの持ち去りを禁止！
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霞ヶ浦流域の生活排水処理
実態調査を行います！

狂犬病予防注射は済みましたか？

　市民の皆さまのご協力によりごみ集積所に出された資源ごみが、市によって回収される前に何者かに持

ち去さられてしまうといったケースが多発しています。回収した資源ごみは、市の貴重な収入源でもある

ため、こういった持ち去り行為は絶対に見過ごせないものとなってきました。

　市では、こういった持ち去り行為を未然に防止するため、パトロールを実施するなどして監視体制を強

化しています。

■資源ごみの主な対象物
　新聞紙、ダンボール、雑誌、カン、びん、ペットボトルなど

■持ち去り行為は犯罪です！
　条例では、ごみ集積所に出された資源ごみは市に所有権があることを明確にし、市または市が回収を委

託している業者以外の者が、資源ごみを回収することができないことになっています。これにより、ごみ

集積所から資源ごみを持ち去った場合は、犯罪行為（せっとう罪）になります。

■資源ごみを回収している業者
　資源ごみの回収は、市が委託する業者が、指定する収集日の決められた開始時間から行っています。こ

ちらの業者以外の者が回収したり、開始時間前に回収をしたりすることはありません。

■ごみ集積所の利用者の皆さまへ
　ごみ集積所を利用される皆さまには、ごみ集積所の管理には十分注意していただき、持ち去り防止対策

にご協力をお願いします。

　また、市では、ごみ集積所に掲示する「資源ごみ持ち去り禁止表示シート」を配布しています。詳しくは、

環境課へお問い合わせください。

■持ち去り行為を見かけたら
　資源ごみを持ち去っている者を見かけた場合は、日時、場所、資源ごみの種類、ナンバーなど分かる範

囲で結構ですので環境課までご連絡ください。

環境課　☎４８－１１１１　内線1144・1145【問い合わせ】

地　区　名

小 川 地 区

美野里地区

玉 里 地 区

収集開始時間

午前８時

午前８時30分

午前８時30分

委　託　業　者　名

小川運輸（有）

（株）協同企業

（有）玉里クリーン

（有）茨城クリーンサービス

環境企画（有）

ごみ集積所からの
資源ごみの持ち去りを禁止！資源ごみの持ち去りを禁止！資源ごみの持ち去りを禁止！資源ごみの持ち去りを禁止！
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●母子保健事業

●成人保健事業

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ

1 木 ４か月児健診（13：00～13：30） 美野里（平成21年４～５月生） 四季健康館

2 金 ２歳児歯科健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成19年6月11日～7月生） 小川保健相談センター

6 火
育児相談（9：30～11：00） 乳幼児と保護者 四季健康館

かばちゃん教室（13：00～13：30） 小川・玉里（平成17年4～7月生） 小川保健相談センター

8 木 ポリオ（13：00～13：30） 生後3か月～90か月未満 玉里保健福祉センター

9 金 ハローベビー教室：妊娠編（9：15～9：30） 妊婦およびご家族 四季健康館

13 火 ポリオ（13：00～13：30） 生後3か月～90か月未満 小川保健相談センター

15 木 ポリオ（13：00～13：30） 生後3か月～90か月未満 四季健康館

16 金 １歳６か月児健診（13：00～13：30） 美野里（平成20年1月30日～3月生） 四季健康館

21 水 10か月児相談（9：30～10：00） 小川・玉里（平成20年11～12月生） 玉里保健福祉センター

27 火
ポリオ（13：00～13：30） 生後3か月～90か月未満 四季健康館

３歳児健診（13：00～13：30） 小川・玉里（平成18年4月13日～6月10日生） 玉里保健福祉センター

29 木 ポリオ（13：00～13：30） 生後3か月～90か月未満 玉里保健福祉センター

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ

8 木 こころのデイケア（9：30～10：00） 小川保健相談センター

15 木 こころの健康相談（9：30～10：00） 希望者※要予約 玉里保健福祉センター

29 木 こころのデイケア（9：30～10：00） 四季健康館

当番日
小川地区・美野里地区 玉里地区
当番業者名・連絡先 連絡先

10 月   3 日 ㈱クボタ総建 ☎46－0006

湖北水道企業団

☎ 24 － 3232

10 月   4 日 ㈲尾形工務店 ☎58－1701
10 月 10 日 本田工業㈱ ☎54－0158
10 月 11 日 ㈱エイブルコーポレーション ☎47－0882
10 月 12 日 ㈲山口水工 ☎58－0129
10 月 17 日 金敷電設工業㈱ ☎48－0211
10 月 18 日 ㈱岡建設 ☎58－3572
10 月 24 日 ㈲大和田建設 ☎48－3351
10 月 25 日 倉田電気商会 ☎58－2909
10 月 31 日 ㈱内藤工務店 ☎58－2050
※平日の漏水当番については、水道局（☎48－1111）までお問い合わせください。



県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ

戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金（第九回特別弔慰金）が支給されます

全国一斉成年後見相談会

主な支給対象者
平成17年４月１日から平成21年３月31日の間において、
恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）が
亡くなるなどしたことにより、平成21年４月１日におい
て前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番によ
る先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

　１．平成21年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援
護法による弔慰金の受給権を取得した方

　２．戦没者等の子
　３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　　※戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21

年４月１日において婚姻していたとしても氏が変
わっていない方または同日において遺族以外の方
と養子縁組をしていない方に限ります。

　４．上記３以外の戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④
兄弟姉妹

　　※戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と
生計関係を有していたが上記３に該当しない方。

　５．上記１から４以外の戦没者等の三親等内の親族
　　※戦没者の死亡まで引き続く１年以上の生計関係を

有していた方に限ります。

支給内容　額面24万円、６年償還の記名国債
請求期間　平成21年４月１日から平成24年４月２日まで      
問い合わせ･相談・請求窓口
　　小美玉市福祉事務所社会福祉課社会福祉係（玉里総合支所内）
　　　☎４８－１１１１　内線3224
　　小美玉市福祉事務所美野里支所（四季健康館内）
　　　☎４８－０２２１　内線4008
　　小美玉市福祉事務所小川支所（小川総合支所内）
　　　☎４８－１１１１　内線2111

　成年後見制度を有効にご利用いただくため、全国一斉に
成年後見等の無料相談会を開催します。ぜひ、この機会に
電話相談や訪問相談など無料相談会をご利用ください。
（※前日までに要予約）
日　　時　９月21日（月、祝）　午前10時～午後3時
　　　　　（受付　午前10時～午後２時）
相談内容　遺言と成年後見に関する相談
方　　法　面談および電話による相談
場　　所　【水戸会場】
　　　　　茨城司法書士会館（水戸市五軒町１－３－16）
電話番号　（社）成年後見センター・リーガルサポート茨城支部
　　　　　　☎０２９－３０２－３１６６
　　　　　茨城司法書士会
　　　　　　☎０２９－２２５－０１１１

　東京電力（株）茨城支店から、「ブレーカー点検を装った
詐欺事件発生」の情報提供がありました。類似事件にご注
意ください。

■　発生内容
　平成21年６月中、常陸太田市・日立市において、あらか
じめ電話をしたうえで訪問し、ブレーカーの点検と修理を
装い高額の修理代（実際には何もしていない）を請求され、

ブレーカー点検を装った詐欺にご注意を!!

全国一斉司法書士法律相談

現金４～35万円をだまし取られた。

■　類似事件発生の未然防止について（主な犯行手口）
・ブレーカー調査などの名目で家に上がりこみ、金品を盗む。
・突然、東京電力を名乗って訪問し、漏電調査などの名目
で器具の修理や取替えを行い、多額の請求をする。

・集金員を装い「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」を使っ
て、電気料金を支払うよう要求する。

・東京電力社員を装い、個人情報（口座番号・キャッシュ
カードの暗証番号等）を聞き出す。

・東京電力社員を装い、指定口座に現金を振り込むよう要
求する。

・東京電力社員を装った電話アンケートによって得た情報
（家族構成、リフォームの実施有無等）をもとに屋根の無
料点検等を申し出て、その後、悪質なリフォーム工事を
強要する。

■　被害にあわないために
　東京電力や関係会社の社員は「勤務証」を携帯してい
ますので、必ずご確認ください。また、不審に思った時は、
茨城カスタマーセンター（☎０１２０－９９５－３３２）に
問い合わせをしてください。

と　　き　10月３日（土）午前10時～午後３時
と こ ろ　石岡市役所　１階会議室　
内　　容　借金、土地・建物、相続、裁判、会社等に関す

るご相談およびこれに関連する登記相談
　　　　　※相談は無料。当日会場で受け付けます。（事前予約不可）
　 茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

日　　時　10月４日（日）
　　　　　午前10時～午後３時
場　　所　水戸福祉ボランティア会館
　　　　　水戸市赤塚１－１（ミオス会館２階）
　　　　　☎029－309－1001
内容・講習会
　　　　　・講師：捨田利　外茂夫　先生
　　　　　　　　　（医学博士、水戸赤十字病院　外科部長）
　　　　　・個別相談、体験交流
　　　　　・ストーマ用装具展示・説明
参 加 費　1,000円（昼食代ほか）
申込期限　９月30日（水）
　　  （社）日本オストミー協会 茨城県支部 
　　　　　中部地区センター　弓削
　　　　　☎０２９－２４１－８２９０

と　　き　11月28日（土）、29日（日）（１日２回公演）
　　　　　午前11時30分～、午後３時30分～
　　　　　※開場は、公演開始30分前
と こ ろ　笠松運動公園屋内水泳プール兼アイススケート場
出 演 者　八木沼純子、荒川静香、本田武史
　　　　　フィオナ・ザルドゥア＆ドミトリー・スハノフほか
チケット料金（全席指定）
　　　　　アリーナ席9,000円　S席6,000円　A席5,000円
　　　　　ペアシート（２名１組）11,000円　ファミリーシート（４名１組）18,000円
予約開始日　９月12日（土）午前８時から整理券を配布
　　　　　※電話予約は９月13日（日）から。
主　　催　（財）茨城県体育協会
販売・問い合わせ　笠松運動公園管理事務所
　　　　　　　　　ひたちなか市佐和 2197－28
　　　　　　　　　☎０２９－２０２－０８０８

人工肛門・人工膀胱保有者のためのオストミー講習会

「プリンスアイスワールド2009 in 笠松」

問

申問
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10月
日 月 火 水 木 金 土
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9月
日 月 火 水 木 金 土
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2

9
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小　川　図　書　館 平日 午前9時30分～午後6時      
 土日 午前9時30分～午後5時      
玉　里　図　書　館 全日 午前9時30分～午後6時      
美野里公民館図書室 全日 午前9時30分～午後10時

小美玉市図書館・図書室カレンダー

開
館
時
間

＊■は小川図書館･玉里図書館の休館日です。

＊■は美野里公民館図書室の休館日です。

＊■は全館の休館日です。

Library information

9
月
・
10
月
の

お
は
な
し
会

9
月
・
10
月
の

お
は
な
し
会

9
月
・
10
月
の

お
は
な
し
会

9
月
・
10
月
の

お
は
な
し
会

・  9 月12日(土) 午前10時30分～
・  9 月26日(土) 午前10時30分～
・ 10月10日(土) 午前10時30分～
・ 10月24日(土) 午前10時30分～

10：00～10：30
10：50～11：40
13：30～14：10
14：30～15：00
15：20～15：50
16：10～16：40

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

◆Aコース（第１・第３木曜日）9月3日・17日 10月1日・15日 9月10日・24日 10月8日・22日◆Bコース（第２・第４木曜日）

美野里公民館図書室休館のお知らせ
　蔵書点検のため、美野里公民館図書室は下記の期間休館します。
　小川図書館・玉里図書館をご利用ください。
　10月22日（木）～30日（金）

おりがみ教室&一日図書館員
　玉里図書館で夏休み恒例のお
りがみ教室と一日図書館員体験
を行いました。
　今年もたくさんの方々が参加
してくれました。おりがみ教室
では色エンピツや、仕切りのあ
る箱などを作りました。

中学生職場体験
　小川図書館と玉里図書館で市内の中学生10名が図
書館の仕事を体験しました。
　本の貸し出しや返却、整理などさまざま仕事を行い
ました。

第141回芥川賞＆直木賞が発表されました。受賞作
は次のとおりです。
芥川賞：『終の住処』（磯崎憲一郎） 
直木賞：『鷺と雪』（北村薫）

　磯崎憲一郎氏の『終の住処』は、30歳をすぎて結
婚した夫婦の数十年間を夫の視点でたどっていくス
トーリーです。山田詠美氏から「小説でしか書けな
い言葉で構築されている」という評価を受けました。
　北村薫氏の『鷺と雪』は、昭和初期の上流階級の
お嬢様・花村英子と彼女のお抱え運転手「ベッキー
さん」こと別宮みつ子を主役にしたシリーズの完結
作です。
　第１作『街の灯』、第２作『玻璃の天』もおススメ
ですので読んでみてください。

清風台団地中央公園
ケアハウス「ほうせんか」駐車場
北浦団地公民館前
羽鳥駅ふれあいセンター前
エコス美野里店駐車場

10：00～10：50
11：10～11：40
13：30～14：20
14：40～15：20
15：40～16：30

セブンイレブン小川与沢店駐車場
ハートワン小川駐車場
エコス小川店駐車場
にわのストアー前駐車場
玉里総合支所駐車場
ショッピングモールアスタ駐車場 

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・ 9 月12日（土） 午前10時30分～　・10月10日（土） 午前10時30分～

玉里図書館
生涯学習センター コスモス　1階　和室

・ 9 月26日（土） 午前11時～　・10月24日（土） 午前11時～

美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

〈移動図書館ふれあい号運行予定表〉



AEDを知ってますか？

9月9日は 救急の日9月9日は 救急の日9月9日は 救急の日
9月6日（日）～12日（土）は救急医療週間です。

　AED（自動体外式除細動器）とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になっ
た時に、電気ショックを与え、心臓のリズムを正常に戻すための医療機器です。
　2004年７月から一般市民でも使用できるようになり、病院や診療所および公共施設、企業等人が多く集ま
るところを中心に設置されています。小美玉市内でも多くの施設にAEDが設置されています。
　AEDは、操作方法を音声ガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。また、心臓の動き（心電図）
を自動で解析し、電気ショックが必要な方にのみ電気を流す仕組みになっていますので、安心して使用でき
ます。

　最近では、一般市民の方がAEDを使用して救命した事例も増えてきました

　小美玉市内のAEDが設置されている公共施設は小美玉市公式ウェブサイト　消防本部のページに掲載され
ています。　http://www.city.omitama.lg.jp/shoubou/index.html

いざという時に、自信を持って
AEDが使えるように救命講習会
を受講し使用方法を会得してください。
◎：当消防本部では、AEDの使用法を含めた救命講習会等の受付を随時行っています。
申込先　
　小川消防署　☎５８－４６１１　美野里消防署　☎４８－２２６６　玉里消防署　☎５８－０５５５

＊防火教室および救急講習会等について、随時各消防署において受付を
行なっていますので、受講希望者は下記の連絡先までご連絡ください。

　　◇小川消防署　　☎５８－４６１１
　　◇美野里消防署　☎４８－２２６６
　　◇玉里消防署　　☎５８－０５５５

火災の問い合わせ　☎５８－０１１９(自動音声案内)
病 院 の 照 会 等　各消防署へ電話にてお問い合わせください。

平成21年火災発生・救急出場件数
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分
火　　災
救　　急

７月中 累　計
2

162
98
27
20
17

11
975
615
151
97
112

急　　病
交通事故
一般負傷
そ  の  他

小美玉市消防本部　〒311－3423　小美玉市小川 43－2　
　　　　　　　　　　☎５８－４５４１　FAX５８－１１９０【問い合わせ】

連
絡
先

「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。
～エアコンの室外機～

エアコンの室外機は、直射日光が当たる場所や風通しの悪い場所に設
置すると、熱を持って効きが悪くなり、電気代がかかってしまいます。
日陰に置くか、日よけを作って効率よく使いましょう。
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■

■

■

9
月
・
10
月
の

お
は
な
し
会

9
月
・
10
月
の

お
は
な
し
会
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休日診療当番医(外科) 緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎23－3515
緊急診療所（内科・小児科）

９月20日・21日・22日・23日・27日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

９月19日・20日・21日・22日・23日・26日・27日
◆受付　午後７時～10時30分

休 日

夜 間

9月 後半9月 後半9月 後半

(　　）は前月比

9月 後半9月 後半9月 後半
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

20

21

22

23

27

  外　　　科

石岡市医師会病院

山王台病院

石岡第一病院

石岡循環器科脳神経外科病院

田中クリニック

心配ごと相談
悩んでいること、困っていることなどがありましたら、お
気軽にご相談ください。
相談は無料です。 ※は弁護士が相談に応じます。事前
にご予約ください。

10月 7日
午後1時30分～4時30分
10月14日

午後1時～4時
10月21日

午後1時～4時
10月28日

午後1時30分～4時30分

　社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１
※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２
　社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０
※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

（石岡市）

（石岡市）

（石岡市）

（小美玉市）

（石岡市）

☎（22）4321

☎（26）3130

☎（22）5151

☎（58）5211

☎（23）2288

曜日

日

月

火

水

日

市長と直接お話をしてみませんか？

　※対話は1人30分程度でお願いします。
　※電話でご予約のうえ、おいでください。

と　き　9月28日（月）午前10時～正午

ところ　市役所１階　相談室

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

対話の日対話の日対話の日

人権相談
人権問題等でお困りのことがありましたら、お気軽
にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じま
す。相談は無料で、秘密は守られます。

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）社会福祉係
☎48－1111　内線3224

午前10時～午後３時

10月９日（金） 小川保健相談センター

10月14日

10月15日

10月22日

午後1時30分～3時30分
小川保健相談センター
中島庸夫　相談委員
午後2時～4時
玉里総合支所2階　相談室
長谷川光男　相談委員
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　相談委員

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

９月の納税・納付
・国民健康保険税（第５期分）

・後期高齢者医療保険料（第３期分）

（※納期限は、9月30日です。）

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,969人（＋22）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,798人（＋8 ）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,171人（＋14）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,611戸（＋38）

人口と世帯数 （平成21年8月1日現在）

次回お知らせ版10月号の発行日は 9月24日（木）です。 この広報紙は、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http://www.city.omitama.lg.jp/mobile/index.html

〈編集・発行〉小美玉市役所秘書広聴課
　　　　　　 ☎ 0299－ 48－1111　内線1221


